








(宛 先 )

T100-8916
電話

FAX

厚生労働省 医薬・生活衛生局
食 品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内線4289)
03(3595)2423(18時以降)

03-3595-2432(残 留農薬等基準審査室FA× )

寄付金 J契約金等受取(割 当て)額等回答表

暮等29申
詢こ肥 菖 醜 鱚 勇倉曇曇

讐翼 k薬 ・動物用医薬品絵
等の受取(害1当 て)額等について、別紙のとおり回

①食品中のイミノクタジンの残留基準の設定について

②食品中のチフルザミドの残留基準の設定について

③食品中のペルメドリンの残留基準の設定について

④食品中のベンチアバリカルブイソプロピルの残留基準の設定について

⑤食品中のメチルテトラプロールの残留基準の設定について



①食品中のイミノクタジンの残留基準の設定について

●
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成29年度
□ 平成30年度

令和元年

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

②食品中のチフルザミドの残留基準の設定について

→ 受取の有無 :□  有リ  ノ 無し

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万 円以下
□ 500万円超

有

有

□

□

●

●
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ｌ
ｌ
ｌ
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該当の有無 :

該当の有無 :

し

し

無

無
「
―
―
―
―
―
Ｉ
Ｊ

ご

ピ

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

.遣蒙埒異彗輩抒猾K嘉詳覇野』埋
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成29年度
□ 平成30年度
□ 令和元年

申請資料等の作成1こ密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

③食品中のペルメドリンの残留基準の設定について

→ 受取の有無 :□  有リ  ノ 無し

当該年度における受取額

卜:::ユ華響□ 50万 円超～500万 円以下
□ 500万円超

じ

し

無

無
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●
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Ｌ

→ 該当の有無 :□ 有り
→ 該当の有無 :□ 有り

【受取額の内訳
□ 寄附金(奨学寄付金含む)

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □

□ 研究契約金

□ 当該企業の株式

)

ロ コンサルタント料・指導料

.響f蓄積累雇讐漂聾談警雪ξ奮
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成29年度
□ 平成30年度
□ 令和元年度

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

→ 受取の有無 :□ 有リ  ビ  無し

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万 円超～500万 円以下
□ 500万円超

該当の有無 :

該当の有無 :

し

し

無

無
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【受取額の内訳】
□ 寄附金 (奨学寄付金含む)

□ 特許権 特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □

□ その他 (

原稿執筆料

□ 研究契約金

□ 当該企業の株式

)

ロ コンサルタント料・指導料



付金・契約金等の受取 (害 1当 て)額
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成29年度
□ 平成30年度
□ 令和元年

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成29年度
□ 平成30年度
□ 令和元年

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

受取の有無 :□  有リ  ビ

/無
し

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万 円以下
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有

□

□
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→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :□ 有り
→ 該当の有無:□  有り

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万 円超～500万 円以下
□ 500万円超

じ

し

無

無
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【受取額の内訳】
□ 寄附金 (奨学寄付金含む)

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 研究契約金

□ 当該企業の株式

)

ロ コンサルタント料・指導料

□ 講演料  □

【受取額の内訳】
□ 寄附金 (奨学寄付金含む)

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □

□ その他 (

原稿執筆料

□ 研究契約金

□ 当該企業の株式

)

ロ コンサルタント料・指導料

●
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成29年度
□ 平成30年度

申請資料等め作成に密接に関写

麗峙峯金

平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

→ 受取の有無:□ 有り  国/無し
当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万 円以下
□ 500万円超

該当の有無 :

該当の有無 :

有

有

□

□
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し

無

無
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□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
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ｌ
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ｌ
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●
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成29年度
□ 平成30年度

令和元年度

申請資料等の作成に密接に関与

薄素峯金

平さに疑念を生じさせると考えられる特男」の利害関係

□ 平成29年度
□ 平成30年度

申請資料等の作成に密接に関写

喜し峯金

平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

→ 受取の有無 :□ 有リ  ノ  無し
当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万 円以下
□ 500万円超

→ 該当の有無 :□  有り
→ 該当の有無:□  有り

当該年度における受取額
□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下
□ 500万円超

→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :

し

し

無

無

レ

ー

し

し

無

無

正
ざ
「‐
‐
Ｊ

有

有

□

□

●

●

ｒｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

し

し

笠
小
鉦
小

レ

ー

④食品中のベンチアバリカルブイソプロピルの残留基準の設定について

● 寄
鱈 !黍

約鉾 暖 Ⅷ 当0額
=          ご 無し導 TTv若 し|^担 △ 墓 ■ 夕 i、 ‐ 7● △ 詢 ιA人 一 ェ ー … …  … …受
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量
の場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

● 寄付金・契約金等の受取皓」当0額 |ザ守 デ

上
― 一 ― ― ― 一 ― 可 頂 面 孫 両 面 J~♂ 無し受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

ヽ 当該年度における受取額口  WF,つ 0カ=岸

⑤食品中のメチルテトラプロールの残留基準の設定について

□ 平成29年度
□ 50万 円以下□ 平成30年度

「 日 P?互里聟i500万円以下□_令和元年度
□ 500万円超

申請資料等の作成に密接に関与
有

有

□

□

●

●

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

雇菫峯金

平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

【受取額の内訳】
□ 寄附金 (奨学寄付金含む)

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 研究契約金

□ 当該企業の株式

)

ロ コンサルタント料・指導料

原稿執筆料

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 研究契約金

□ 当該企業の株式
)

ロ コンサルタント料 指導料

【受取額の内訳】
□ 寄附金 (奨学寄付金含む)

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 研究契約金

□ 当該企業の株式
)

ロ コンサルタント料・指導料



















( 宛先）

厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

〒1 0 0 一8 9 1 6

電話

F A X

東京都千代田区霞が関1 - 2 - 2
0 3 ( 5 2 5 3 ) 1  1  1  1 ( 内線4 2 8 9 )
0 3 ( 3 5 9 5 ) 2 4 2 3  ( 1 8 時以降）
0 3 - 3 5 9 5 - 2 4 3 2  ( 残留農薬等基準審査室F A X )

寄付金・契約金等受取( 割当て) 額等回答表

令和ル年7 月2 ク日
令和元年1 0 月1 1 日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額等について、別紙のとおリ回

答する。

①食品中のイミノクタジンの残留基準の設定について

②食品中のチフルザミドの残留基準の設定について

  ③ 食品中のペルメドJ ンの残留基準の設定について

  ④ 食品中のベンチアバリカルブイソプロピルの残留基準の設定について

  ⑤ 食品中のメチルテトラプロールの残留基準の設定について

  現職風勿M 鬼^ 銜駿め^ ? や始参解- 聖反
  氏名3



①食品中のイミノクタジンの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）：日本曹達株式会社
   ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 ―受取の有無：口有リ 0  無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成2 9 年度 1  口 5 0 万円以下
口平成3 0 年度 ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口令和元年度 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

   口，の他（ )
春申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

該当の有無：口有り

一該当の有無：口有リ

0  無し

S I 無し

②食品中のチフルザミドの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：日産化学工業株式会社
春寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

―受取の有無：口有り H  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

" 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口令和元年度 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

   口 その他（ )
・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

B I 無し

0  無し

③食品中のペルメドJ ンの残留基準の設定について

  企業名( 申請企業等）: 住友化学株式会社
  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 一受取の有無：口有リ H  無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成2 9 年度 1  口 5 0 万円以下
口平成3 0 年度 ーロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

    口令和元年度 」 口 5 0 0 ッ円超
【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

   口 その他（ )
  ・申請資料等の作成に密接に関与 ―該当の有無：口有り 0  無し
  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有リ 5 2  無し

  「特記事項 _



企業名( 製浩企塞等）：住化エンバイロメンタルサイエンス秩式会計
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

   ロ ー令和元年度

  受取の有無：口有リ a  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

  口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

   )

ロ コンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有リ

E 1

0

 無し

 無し

企業名（製造企業等）：株式会社大阪製薬

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

  ロ ー令和元年度
【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口 原稿執筆料

   口 その他（

受取の有無：口有り E  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

口研究契約金

口 当該企業の株式

  )  

ロ コンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

0
e
i

 無し

 無し

企業名( 製造企業等）：大日太除轟葡秩式会計
  春寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 受取の有無：口有り 0  無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成2 9 年度 1  口 5 0 万円以下
口平成3 0 年度 ーロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

   口令和元年度   J  ロ 5 0 0 万円超
【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料
口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ )

  ・申請資料等の作成に密接に関与 一該当の有無：口有り E  無し
  春審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り 0  無し
  「特記事項 ~ I



業名( 與造企業等）：フジタ製蕗秩式会計
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

  口 令和元年度

受取の有無：口有り 1 2 1 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口 特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口 原稿執筆料

  口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

  )  

ロ コンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口

該当の有無：口

 有リ

 有リ

0

0

 無し

 無し

④食品中のベンチアバリカルブイソプロピルの残留基準の設定について

企業名( 申請企業等）：クミアイ化学工業株式会社
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

口令和元年度

  受取の有無：口有リ 0  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口 原稿執筆料

  ロ ーその他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

  )

ロ コンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口

該当の有無：口

 有リ

 有り

0

0

 無し

 無し

⑤食品中のメチルテトラプロールの残留基準の設定について

企業名( 申請企業等) : 住友化学株式会社
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

  口 令和元年度
【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口 原稿執筆料

  口 その他（

受取の有無：口有り B f l  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

口研究契約金

口 当該企業の株式

 

ロ コンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

0

 無し

 無し











(宛 先 )

T100--8916
電話

FAX

厚生労働省 医薬・生活衛生局
食品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内 線4289)

::望::∫:竺段 3夕 3募鬱は 等基善
=審

型肇室FAX)

t野甲芳留聟襟『菖蹴彗彗難輯性州銀薬・動物月拒朝剖晶部会
等の受取(割 当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のイミノクタジンの残留基準の設定について

②食品中のチフルザミドの残留基準の設定について

③食品中のベルメ円ンの残留基準の設定について

④食品中のベンチア′劇カルブイソカコピルの残留基準の設定について

⑤食品中のメチルテトラプロールの残留基準の設定について

寄付金・契約金等受取(割 当て)額等回答表

現職 前←■二)曰オ浦腫物″
氏名  Zイ 夜 ´



①食品中のイミノクタジンの残留基準の設定について

企業名(申請企業等):  日本曹達株式会社
● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成29年度
□ 平成30年度

● 申請資料等の作成に密接に関与
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

②食品中のチフルザミドの残留基準の設定について

企業名(由 請企業筆):  日産イヒ単工業株式会社

→ 受取の有無:□ 有り 〆 無し

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

レ

ー

有り し

し

無

無

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                  )

□ 令

申請資料等の作成に密接に関与 該当の有無:□

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

→ 該当の有無:□

③食品中のベルメトリンの残留基準の設定について

/無し● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

●

●

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

● 寄付金:契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成29年度
□ 平成30年度

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□ 平成29年度
□ 平成30年度

● 申請資料等の作成に

→ 受取の有無:□ 有り y無 し

当該年度に樹する受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

し

し

無

無
レ

ー

有

有

ジ

ー

有

有

□

□

し

し

無

無● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                   )



取の有無:□ 有り 占/無し
当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万 円超

申請資料等の作成に → 該当の有無 :

→ 該当の有無 :審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

罰 仏 轟 奢 鶴 懇 鋪 切
型 璽 攣 ― ― ― 一 一 ― 可 面 繭 薫 丁 雨

~ダ
無し● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

●

●

ｒ
ｌ
ｌ

・
Ｌ

● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成29年度
□ 平成30年度

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成29年度
□ 平成30年度

● 申請資料等の作成に密接に関与

有

有

□

□

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

し

じ

無

無
レ

ー

し

し

無

無

り

‐

し

し

無

無

シ

． ‐

利
利

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1言

記事項
→ 該当の有無:□ 有り
→ 該当の有無:□ 有り

該当の有無:□
該当の有無:□

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万 円超

y無し● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成29年度
□ 平成30年度

● 申請資料等の作成に
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                   )

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                  )

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                   )



受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                   )

y無し● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成29年度
□ 平成30年度
□ 令和元年度

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成29年度
□ 平成30年度

成に密接に関与

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成29年度
□ 平成30年度

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万 円超

し

し

無

無
レ

ー

有

有

□

□

●

●

ｒ
ｌ
ｌ
Ｌ

し

し

無

無

レ

ー

ツ

ー

有

有

□

□

→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :

④食品中のベンチアバリカルブイソプロビルの残留基準の設定について

ξ 謬 瑯 曇 謡 冬 ♂ ¥型 脚 輿 試 創 L一
=__T函 轟 了

「

訂
~〆

無し● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額
当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万 円超

→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :

有

有

□

□● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

⑤食品中めメチルテ匡万柏―ルの残留基準の設定について

畠/無し● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額
当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

● 申請資料等の作成に密接に関与
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

該当の有無 :

該当の有無 :

し

し

無

無

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料,商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                   )










